
 

 

戦争体験文庫第 62 回資料展示 

奈良県の招魂社と護国神社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 3月 7日～6月 29日 
 



 

 

解 説 

 現在奈良県内には、「護国神社」を名乗る独立した

神社が 2 社あります。ひとつが十津川村小原の十津

川護国神社で、もうひとつが奈良市古市町の奈良県

護国神社です。  

 もともと、十津川護国神社の前身私設招魂社は、吉

野郡小森村に明治維新後の明治 11 年新築されまし

た。図録１頁に示した、明治の記載と昭和の記載が混

在した神社明細帳によれば、十津川郷の「文久三癸

亥ノ年ノ天ノ辻一挙」「明治元戊辰年北越戦争」「西南

戦争」等で戦死した 47 名を祀るとともに、これら国事

に関係あるいは兵役中病死した者 97 名を祀るものと

しています。「天ノ辻一挙」とはいわゆる天誅組事件で

す。 

 招魂社の名は、戊辰戦争における新政府軍側の戦

死者に加え、刑死した吉田松陰ら「国事殉難者」を祀

る明治 2 年(1869)設立の東京招魂社として使われて

おり、これが明治 12年には靖国神社と改称されます。

靖国神社は、その後近代日本が対外戦争を重ねてい

く中でその戦死者を合祀していき、戦後にはいわゆる

戦犯の合祀や公人の参拝、近隣諸国からの非難等、

対外戦争の歴史認識問題におけるホットな地であり続

けているのは周知のとおりです。但し靖国神社と改称

された時点では、維新の記憶と強く結びついたもので

した。 

 この点は十津川の私設招魂社も同様です。前述の

神社明細帳に綴られている文書では、同社は明治 29

年、特旨による宮内省下賜金 200 円を下賜されてい

ますが、この際の知事からの上申では、天誅組事件

から西南戦争までが引き合いに出されるのみで、数名

いた日清戦争の戦死者については触れていません。

また、この時期に既に設置されていた招魂社は、維新

や戊辰戦争と関わりの深い地に集中しています。 

 日中戦争開始後の昭和 14年(1939)、内務省は既存

の招魂社を護国神社と改称すると同時に、新設は原

則的に「道府県一円ヲ崇敬範囲」とするもののみ許可

するとする、一連の通達を出しています（『靖国神社百

年史』資料編下 P344-351）。これに伴って、十津川の

私設招魂社は改称されています。加えて、全国的に

も県域を対象とする護国神社を新設する機運が高ま

っていきます。奈良県の場合、本図録 3頁に示した経

緯書を見ると、正式に通達が発せられる以前の昭和

14 年 1 月から、社寺兵事課が用地の物色にあたって

います。その経過で、近隣に連隊を擁し、陸軍墓地と

その作業場を計画していた陸軍と希望地が重複した

ものの、交渉の結果妥協がなり、神社と墓地は一体の

ものとして整備が進められることになったとします。そ

のためか、護国神社建設の費用負担はほぼ県と県下

市町村の折半とされたものの、奉賛会には陸軍側か

ら連隊長と連隊区司令官も名を連ねています。 

 こうして、太平洋戦争突入後の昭和 17年 10月に奈

良県護国神社は正式に鎮座祭を行いましたが、敗戦

に伴う占領、神道指令による「国家神道」の禁止は、

生まれたばかりの護国神社に大きな影響を与えました。

奈良県護国神社は、占領期間中は護国の語を避け

図録 5 頁に示したように高円神社を名乗っています。

こうした改称は他府県でも行われました（『全国護国神

社会五十年史』199７、27-28頁）。 

 十津川護国神社は、規模も小さく政府による指定護

国神社ではなかったせいもあり、改称は迫られなかっ

たものの、『十津川護国神社』十津川郷友会、1953 に

よれば、地震で被害を受けたうえ、「占領治下半ば捨

ておかれた」状態だったといいます。さらに、同書によ

れば、所在地小森が道路事情のため不便な地になっ

たとして、村議会で中心地小原への遷宮、再建を議

決して工事を進め、昭和 28 年 4 月 10 日に、遷宮式

を行っています。同社には、この段階で、天誅組関係

を含む軍人軍属 757柱に加え、満州開拓団関係者の

183柱をも合祀しているのが特徴となっています。 
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昭和初期頃十津川村小森の私設招魂社                  『明治十二年七月調 大和国招魂社明細帳』 

『靖国神社忠魂史』第一巻 1935、170頁より                  奈良県庁文書 1-M12-24d より  
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『奈良県護国神社建設一件 総務課』奈良県庁文書 1-S16-24 より 
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奈良県護国神社建設奉賛会ノ経過並将来ノ方針 

第一 経過 

本県ニ於テハ県下一円ヲ崇敬者区域トスル護国神社ノ設置ナク、戦没軍人ニ対スルハ
ママ

慰霊ハ僅ニ県奨兵会

主催ニ係ル招魂祭ヲ年一回執行サルヽノミニシテ、常時英霊ヲ奉斎スル神社ノ設置ハ県民一般ノ強キ要望ナリキ、

殊ニ今次事変ノ勃発ニ依リ、幾多新シキ英霊ノ増加アリ、政府ニ於テモ従来ノ招魂社制度ヲ改メテ護国神社ノ制

度ヲ確立セラル等ノ事アリテ、本県ニ於テモ県下一円ヲ崇敬者区域トスル本県護国神社ヲ建設スルコトヽナリ、昭

和十四年六月二日発起人会ヲ開催満場一致創立スルコトヽ議決シ、同時ニ会則役員ノ任命予算等ヲ見タリ（別

紙添付） 

一、位置ノ決定 

昭和十四年一月以来県ニ於テハ極秘ニ護国神社ノ適地ヲ物色中ノ処、市南郊ニ高燥ナル地点アルヲ認メ之

ヲ適地トシテ交渉ヲ進メタルガ、右土地ハ軍部ニ於テモ陸軍墓地並同作業場トシテ交渉ヲ進メツヽアルコト判明ス

ルニ至リタリ、茲ニ於テ県ハ軍部ト協調ノ上神社ヲ北部ニ墓地作業場ヲ南部ニ設クルコトヽシ位置ノ決定ヲ見ルニ

至リタリ（添上郡東市村大字古市字油山） 

尚右事由ノ為陸軍墓地並作業場ノ設置ハ本会ノ附帯事業ト為スコトニナリタリ 

二、設立認可 

昭和十五年六月二十九日内務大臣宛願書提出同年十月二十八日内務大臣ヨリ設立認可ノ指令アリ 

造営工事ノ実施ニ当リテハ、更ニ詳細ナル設計図書ヲ具シ予メ内務省ノ承認ヲ受クヘキ旨、同時ニ神社局長ヨ

リ通牒アリタリ 

三、用地ノ買収 

護国神社、陸軍墓地並作業場ノ用地買収ハ地元添上郡東市村長ニ依頼シ、参道敷地ノ内奈良市ニ属スル分

ハ奈良市長ヲ通シテ白毫寺、高畑両町総代ニ、東市村ニ属スル部分ハ東市村長ニ依頼シテ交渉ヲ進メタリ土地

所有者内一部分ハ無理解ノ為買収ヲ肯セサルモノアリテ土地収用法ヲ適用セントシタリシガ、関係者ノ説得等ア

リテ結局所有者全部ノ承諾ヲ得代金ノ支払ヲ了シタリ 

四、境内整地奉仕 

境内ノ整地工事ニシテ労力奉仕ニ依リ施行シ得ヘキモノハ県民ノ奉仕ニ俟ツコトヽシ、昨年三月十日地鎮祭ヲ

執行四月一日ヨリ労力奉仕ヲ開始シタリ、軍隊、学校、生徒児童各種団体ヲ始メ一般県民十一万名参加十月末

日ニ至リ奉仕ニテ為シ得ヘキ工事ハ一応終了シタルヲ以テ奉仕作業ヲ打切リタリ 

五、予算 

前述発起人会ニ於テ創立費トシテ可決サレタルモノハ総計弐拾九万五百五拾円ニシテ、其ノ内容別紙ノ通ナ

リ、而シテ右収入予算ノ編成当時ハ紀元二千六百年奈良県奉祝会ノ寄付募集中ナルニ加ヘテ、軍人援護会ニ

於テモ事業費募集中ナリシ為、立テ前トシテ一般県民ニ対スル寄附募集ヲ為サヾルコトヽシ、県（拾万円財源起

債）市（参万円財源起債）町村（拾万円）官公吏教職員銀行会社員各種団体生徒児童（弐万五阡円）特別寄附

（当時申込済ナリシ五阡円）墓地作業場ノ計
ママ

設ニ依リ不用ト成ルヘキ土地売払代（参阡七百五拾円）及び現物寄

附（弐万六阡八百円）ヲ財源トシタリ 

町村ニ対スル割当別紙ノ通リ【後略】 

『奈良県護国神社建設一件 総務課』奈良県庁文書 1-S16-24 より 
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『旧宗教法人台帳（神社 奈良市・大和高田市））』奈良県庁文書 1-S21-42 より



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十津川護国神社の小原への遷宮式『十津川護国神社』十津川郷友会 1953 より 
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